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会 議 録 

 

１ 会議名 

令和元年度第７回牧区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

 ○報告事項 

⑴総合事務所の時間外受付の見直し概要等について（公開） 

⑵水源保護地域の一部解除について（公開） 

⑶牧体育館休館日の見直しについて（公開） 

 ○協議事項 

  ⑴令和２年度地域活動支援事業について（公開） 

  ⑵活動報告会の開催について（公開） 

３ 開催日時 

令和２年１月２１日（火）午後６時３０分から午後７時３０分まで 

４ 開催場所 

牧区総合事務所３階 ３０１会議室 

５ 傍聴人の数 

０人 

６ 非公開の理由 

― 

７ 出席した者（傍聴人を除く。）の氏名（敬称略） 

・委 員：丸山進（会長）、飯田秀治、折笠弘志、金井貞子、佐藤祐子、清水薫、中川

よしえ、難波一仁、前山美智弘 

・自治・地域振興課：岡村課長、太田主任 

・ガス水道局 浄水センター：横田センター長、川口副センター長、江口係長 

・事務局：牧区総合事務所 山岸所長、岩野次長、宮腰グループ長、丸山班長、横田

主任（以下グループ長はＧ長と表記） 

８ 発言の内容（要旨） 

【岩野次長】 
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・会議の開会を宣言。 

・上越市地域自治区の設置に関する条例第８条第２項の規定により、委員の半数以上 

の出席を確認、会議の成立を報告。 

【丸山会長】 

 ・挨拶。 

 ・所長に挨拶を求める。 

【山岸所長】 

 ・挨拶。 

【丸山会長】 

・会議録の確認：中川委員に依頼。 

 ・本日の報告事項⑴総合事務所の時間外受付の見直し概要等について、自治・地域振興

課に説明を求める。 

【岡村課長】 

・―資料１に基づき説明― 

【山岸所長】 

 ・―時間外における防災行政無線の放送について説明― 

【丸山会長】 

・今ほどの自治・地域振興課からの報告事項について、意見等があればお願いする。 

【清水委員】 

 ・時間外の電話について、残業している職員が居る場合でも午後５時１５分に自動転送

に切り替わるのか。 

【山岸所長】 

 ・残業している職員が対応する場合もあるが、基本的には午後５時１５分に自動転送に

切り替える。 

【丸山会長】 

・他に意見を求めるが無く、⑴総合事務所の時間外受付の見直し概要等についての報告

を終了する。 

 （自治・地域振興課の職員退室） 

 （ガス水道局 浄水センターの職員入室） 
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・続いて、報告事項⑵水源保護地域の一部解除について、ガス水道局 浄水センターに

説明を求める。 

【川口副センター長】 

・―資料２に基づき説明― 

【丸山会長】 

 ・今ほどのガス水道局 浄水センターからの報告事項について、意見等があればお願い

する。 

【清水委員】 

・ため池やダムの老朽化が原因で大規模な災害が発生するなど、全国的に耐震化が問題 

となっているが、多能ダムの状況はどうか。 

【川口副センター長】 

 ・今後、県（農地事務所）が補強工事を実施する予定である。 

【難波委員】 

 ・「多能浄水場が配水していた区域には、正善寺浄水場が配水する」とのことであるが、

将来的に牧区についても同様の対応となるのか。 

【川口副センター長】 

 ・牧区は標高が高いため、他の浄水場からの配水は難しい。施設の老朽化が進んだ場合

は、改修の方向で検討する。 

【中川委員】 

 ・今後、多能ダムは農業用として利用されるのか。 

【川口副センター長】 

 ・多能ダムは、農業用ダムとして築造されたものであり、浄水場の廃止後は、元の農業

用ダムとして利用されることになる。 

【丸山会長】 

・他に意見等を求めるが無く、⑵水源保護地域の一部解除についての報告を終了する。 

 （ガス水道局 浄水センターの職員退室） 

・続いて、報告事項⑶牧体育館休館日の見直しについて、事務局に説明を求める。 

【宮腰Ｇ】 

・―資料３に基づき説明― 
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【丸山会長】 

・意見等を求めるが無く、⑶牧体育館休館日の見直しについての報告を終了する。 

・続いて、本日の協議事項⑴令和２年度地域活動支援事業について、事務局に説明を求

める。 

【丸山班長】 

・―資料４～資料７に基づき説明― 

【難波委員】 

 ・今ほどの説明どおりでよいと思う。 

【丸山会長】 

 ・他に意見等を求めるが無いため、「牧区の採択方針」及び「第１回・第２回審査票」の

修正等については、事務局提案のとおりとすることでよいか。 

（一同、異議なし） 

 ・続いて、協議事項⑵活動報告会の開催について、事務局に説明を求める。 

【丸山班長】 

・―資料８～資料９に基づき説明― 

【丸山会長】 

 ・意見等を求めるが無いため、「活動報告会次第」及び「チラシ回覧」については、事務

局提案のとおりとすることでよいか。 

（一同、異議なし） 

・続いて、その他連絡事項について、事務局に説明を求める。 

【岩野次長】 

 ・公の施設の再配置の取組状況について説明。 

【丸山班長】 

 ・「地域協議会委員公募に係るチラシ」の配布について説明。 

 ・「創造行政（第４５号）」の配布について説明。 

 ・「連続フォーラム開催案内チラシ」の配布について説明。 

 ・春日区地域協議会から提出された「春日区における冬季の通学路の安全確保について」

の意見書について説明。 

 ・「第８回牧区地域協議会の開催」について説明。 
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【丸山会長】 

 ・今ほどの事務局からのその他連絡事項について、意見等があればお願いする。 

【難波委員】 

 ・岩野次長より、「公の施設の再配置の取組状況」について説明があった。取組方針では

「人口や財政状況を踏まえ施設の配置を検討する」とのことであるが、中山間地域で

は人口減少が加速しており、人口を基に検討されると牧区から施設が無くなってしま

う。各区にある施設は合併前に各町村が必要と判断し、地域のために設置したもので

ある。また、報告事項では「総合事務所の時間外受付の見直し概要等」について、自

治・地域振興課から説明があった。公の施設の再配置や時間外受付の見直しなどは、

地域住民にとって決して良い話ではない。山岸所長から説明のあった「時間外におけ

る防災行政無線の放送」についても、牧区在住の職員が総合事務所に居るからこその

対応であり、今後の人事異動によっては説明どおりの対応が困難となる可能性がある。

現状は牧区外に住んでいる職員も頑張ってくれており、所長が牧区在住というのも地

域にとっては大変心強い。いずれにせよ、各事業を進める際は、地域住民の意見等を

踏まえながら検討してもらいたい。 

【丸山会長】 

 ・ほかに意見を求めるが無く、会議の閉会を宣言する。 

 

９ 問合せ先 

牧区総合事務所総務・地域振興グループ TEL：025-533-5141（内線 147） 

E-mail：maki-ku@city.joetsu.lg.jp 

 

１０ その他 

別添の会議資料も併せてご覧ください。 

mailto:maki-ku@city.joetsu.lg.jp

